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「コーポレートガバナンス・ガイドライン」制定に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成27年11月25日開催の取締役会において、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」

を制定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．制定の目的 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に向けて、コーポレート・ガバナン

スに関する考え方および運営指針を明確化するため、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」

を制定します。 

 

２．構成 

当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は以下の項目で構成し、その実践を通じ

て、株主をはじめとするステークホルダーの皆様の信頼に応えるとともに、公正で効率的な企

業経営を行うためコーポレート・ガバナンスの強化に取組んでまいります。 

＜第１章＞  総則 

＜第２章＞  株主との関係 

＜第３章＞  ステークホルダーとの関係 

＜第４章＞  コーポレート・ガバナンス体制 

＜第５章＞  適切な情報開示・株主との対話 

 

３．開示先 

詳細は添付の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」をご参照ください。 

なお、当社ホームページに掲載しております。 

http://www.heiwa-net.co.jp/csr/governance/pdf/01.pdf 

以 上 
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当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレ

ートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、コーポレート・ガバナンスに関する基

本的な考え方や枠組みを示すことを目的として本ガイドラインを制定します。 

なお、本ガイドラインの各条項の〔 〕内の番号は、コーポレートガバナンス・コードの

各原則との対応関係を示しています。 

 

第１章 総則 

 

１．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方〔3-1(ⅱ）〕 

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要な課題と位置づけ、株主をはじ

めとするステークホルダーの皆様の信頼に応えるとともに、公正で効率的な企業経営を

行うため、当社グループ全体としてコーポレート・ガバナンスの強化に取組んでいます。 

 

２．コーポレート・ガバナンスに関する基本方針〔3-1(ⅱ）〕 

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、以下のとおりコー

ポレート・ガバナンスに関する基本方針を定めています。 

① 当社は、すべての株主の権利および実質的な平等性を確保し、株主がその権利を適切

に行使することができる環境の構築を図っています。〔基本原則 1〕 

② 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、株主、従業員、顧客、

取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの協働が必要不

可欠であると認識し、ステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重す

る企業文化・企業風土の醸成に取組んでいます。〔基本原則 2〕 

③ 当社は、財務情報および非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うととも

に、法令に基づく開示以外についても、株主・投資家の投資判断に資すると考えられ

る情報を積極的に開示しています。〔基本原則 3〕 

④ 当社は、取締役会が有する株主に対する受託者責任・説明責任を認識し、持続的な成

長と中長期的な企業価値の向上を実現するための適切なリスクテイクを支える環境

の整備と収益力向上を図るため、取締役会による監督機能の実効性強化に努めていま

す。〔基本原則 4〕 

⑤ 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主・投資家との建

設的な対話に積極的に取組みます。取締役会は、こうした対話を通じて株主・投資家

の意見に関心を払い、経営にフィードバックするとともに、自らの経営方針を株主・

投資家に対し明確に説明することにより、株主を含むステークホルダーの理解と信用

を得て適切に協働することに努めています。〔基本原則 5〕 

 

 



 

第２章 株主との関係 

 

１．株主総会 

① 当社は、株主が株主総会議案について十分な検討時間を確保することができるよう、

株主総会の招集通知を株主総会日の 3 週間前までに発送するとともに、ホームペー

ジ等において発送日の前に開示することに努めています。〔1-2②〕 

② 当社は、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点を考慮

し、株主総会関連日程の設定を行い、株主総会開催日については、より多くの株主が

出席できるよう、いわゆる集中日の前日までに開催するようにしています。〔1-2③〕 

③ 当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用や英訳版招集通知の開示など、株主

総会に出席しない株主を含むすべての株主が適切に議決権を行使することができる

環境の整備に努めています。〔1-2④〕 

④ 当社は、株主総会における株主の意思を把握し、その意思を経営に反映させるため、

株主総会における賛成・反対の要因の分析を行っています。反対の多かった議案につ

いては、原因分析を行い、株主との対話を進めています。〔1-1①〕 

 

２．資本政策等 

① 資本政策の基本方針 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、強固な財務基盤の確保

が必要であるとの考えのもと、D/E レシオを財務規律の指標と位置付け、適切な水準

を維持することを基本方針としています。 

また、株主資本は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための適切

なリスクテイクを支える重要な基盤であると認識し、株主資本利益率（ROE）の向上

を目指しています。〔1-3〕 

なお、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらすような株主の利益を害する可能性の

ある資本政策については、取締役会等において十分な検討と議論を行ったうえで決定

し、株主に対して当該資本政策の実施の必要性・合理性等について速やかに開示する

とともに、十分な説明を行うことに努めています。〔1-6〕 

② 配当の基本方針 

当社は、再開発事業やビル賃貸事業をはじめとする長期的な事業を安定的に展開し、

企業価値を増大させるために必要となる内部留保の重要性を考慮しつつ、中長期的な

連結配当性向の水準を 30％程度とすることを目標に利益配分を実施することを基本

方針としています。 

 

３．買収防衛策〔1-5〕 

① 当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある大量買付行



 

為に対して、企業価値を確保するために買収防衛策を導入しています。 

② 当社は、買収防衛策の導入の必要性・合理性について検討し、法定の開示書類に記載

することにより、株主・投資家に十分な説明を行うことに努めています。また、買収

防衛策更新の都度、内容の見直しを実施しています。 

 

４．株式の政策保有および政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針〔1-4〕 

① 当社は、中長期的な事業展開上有益であると考えられる、取引関係の強化、財務活動

の円滑化、事業提携の強化等を目的として、株式の政策保有を行っています。 

② 当社は、取締役会において、政策保有株式のリターンとリスク等を踏まえた中長期的

な観点からの検証を行い、これを反映した主要な政策保有株式の保有目的について説

明しています。 

③ 当社は、政策保有株式の議決権について、発行会社の持続的な成長と中長期的な企業

価値の向上ひいては株主価値の増大の観点からその行使について議案ごとに判断を

行っています。 

 

５．関連当事者間の取引〔1-7〕 

① 当社の取締役は、会社法が定める利益相反取引および競業取引を行う場合には、当社

および株主共同の利益を害することがないよう事前に取締役会で審議し、承認を得て

います。 

② また、これに該当しない関連当事者間の取引については、関連当事者の開示に関する

会計基準等に基づき、当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取引がある場合は

取締役会に報告し、開示しています。 

 

 

第３章 ステークホルダーとの関係 

 

１．経営理念・経営戦略〔3-1(ⅰ）〕 

当社は、「安心で心地良いオフィスと住まいの空間を提供し、人と街に貢献する。」とい

う経営理念のもと、「街づくりに貢献する会社」となることを中長期のビジョンとし、そ

の実現に向けた中長期経営計画「over the “NEXT DECADE”」を策定し、公表していま

す。 

 

２．企業行動憲章・行動規範〔2-2〕 

① 当社は、高い倫理観を持って社会から信頼され続ける企業を目指し、「企業行動憲章」

を定め、当社グループの企業行動の基本方針としています。 



 

② 当社は、当社グループの役職員が「企業行動憲章」および社会規範に反することなく

誠実かつ公正に行動するに当たり、遵守すべき事項をまとめた「平和不動産グループ

行動規範」を取締役会で決議し、この遵守に努めています。 

 

３．社会、環境問題および多様性に係る取組み 

① 当社は、経営理念のもと、社会・環境問題をはじめとする持続可能性を巡る課題につ

いて、建物の建替えや改修、街づくりの取組みを通じて、適切に対応しています。〔2-3〕 

② 当社は、女性の活躍促進を含む多様性の確保の観点から、女性が働きやすい環境に資

する時短勤務、育児休暇、職種転換等の制度を制定するなど、多様性の促進に努めて

います。〔2-4〕 

 

 

第４章 コーポレート・ガバナンス体制 

 

１．機関設計、コーポレート・ガバナンス体制〔4-10〕 

① 当社は、取締役会における経営の監督と、監査役会による適法性などの監査の二重の

チェック機能を有する監査役設置会社を選択しています。加えて、執行役員制度を採

用し、経営責任の明確化と意思決定の迅速化に努めています。 

② 当社の取締役会には社外取締役を選任し、経営の独立性を確保しています。取締役会

の下に、過半数を社外取締役とする報酬委員会および指名委員会を設け、報酬・指名

に係る客観性・透明性を確保し、統治機能の更なる充実を図っています。 

 

２．取締役会 

（1）取締役会の役割・経営陣に対する委任の範囲〔4-1①〕 

① 取締役会の主要な役割は、経営理念等を確立し、戦略的な方向付けを行うことであ

り、取締役会は経営計画や経営戦略の策定や見直しについて建設的な議論を行い、

その方向性に基づき、重要な業務執行の決定を行い、その監督を行っています。 

② 取締役会は、法令に規定する事項および取締役会規則に規定する事項（中長期経営

計画の策定、重要な財産の処分等）を決議し、その他の業務執行については業務執

行取締役および執行役員に委任しています。 

 

（2）取締役会等の構成、バランス、多様性および規模に関する考え方〔4-11①〕 

① 取締役会は、定款に定める員数である 10 名以内とし、そのうち 2名以上の独立社

外取締役を選任しています。 

② 取締役の選任に当たっては、性別を問わず、豊富な経験や知識などに基づき、当社

の経営等に対し適切な意見を述べていただけることを重視しています。 



 

 

（3）取締役・監査役の他の上場会社の役員との兼任〔4-11②〕 

① 当社は、取締役および監査役の他の上場会社の役員との兼任について、その役割・

責務を適切に果たすために必要となる時間・労力の確保の観点から、兼任の数を合

理的な範囲にとどめるものとしています。 

② 当社は、取締役および監査役の他の上場会社の役員との兼任状況を開示しています。 

 

（4）取締役会評価〔4-11③〕 

当社は、毎年、取締役会の自己評価を実施し、その評価結果をもとに、改善のための

議論を取締役会で行い、取締役会の実効性強化を図ります。 

 

（5）取締役および監査役の研鑚、研修、トレーニングの方針〔4-14②〕 

① 当社は、社外取締役および社外監査役の就任時に、当社の業務に関する理解の向上

を目的として、経営戦略や事業の内容・状況について説明を行うほか、就任後も要

望に応じて実施しています。 

② 当社は、取締役および監査役に対し、それぞれが求められる役割と責務に関する理

解の向上を目的として、経営者や監査役としての素養や必要な知識を習得するため

の外部研修を適宜受講できるよう、費用面も含めて支援する体制としています。 

 

３．独立役員の独立性判断基準〔4-9〕 

当社は、社外取締役および社外監査役の独立性・中立性を確保するため、別紙１のと

おり「独立役員の独立性判断基準」を定めています。 

 

４．報酬委員会（経営陣幹部・取締役の報酬決定方針と手続）〔3-1(ⅲ）〕 

① 当社は、取締役の報酬の客観性や透明性を確保するため、取締役会の下に、過半数を

社外取締役とする任意の報酬委員会を設置しています。 

② 取締役の報酬は定額の基本報酬と業績連動の賞与からなり、企業業績および中長期的

な企業価値の向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系としていま

す。 

③ 報酬委員会は、取締役の報酬等に係る基本方針、報酬等の総額、個人別の報酬等の内

容を決定するとともに、取締役会が株主総会に提出する取締役の基本報酬および賞与

に関する事項について、取締役会からの諮問を受け、当該事項に対する意見を取締役

会に答申します。 

 

５．指名委員会（経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名方針と手続） 

① 当社は、取締役および監査役の人事の客観性や透明性を確保するため、取締役会の下



 

に、過半数を社外取締役とする任意の指名委員会を設置しています。〔3-1（ⅳ）〕 

② 取締役および監査役候補の指名においては、それぞれの職務を適切に遂行することが

可能な能力・見識を有し、人格に優れた人物を選定します。〔3-1（ⅳ）〕 

③ 指名委員会は、取締役および監査役候補の選任に関する事項について、取締役会から

の諮問を受け、当該事項に対する意見を取締役会に答申します。〔3-1（ⅳ）〕 

④ 取締役会は、上記答申を踏まえ、監査役については監査役会の同意を得たうえで、取

締役および監査役候補の選任に係る株主総会の議案の内容を決定します。〔3-1（ⅳ）〕 

⑤ 当社は、取締役および監査役候補の個々の選任理由を開示します。〔3-1(ⅴ)〕 

 

６．監査役会 

① 監査役会は、取締役の職務の執行の監査、会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限

の行使などの役割・責務を果たすに当たって、株主に対する受託者責任を認識し、独

立した客観的な立場において適切な判断を行っています。〔4-4〕 

② 監査役会は、取締役会における協議を通じて社外取締役との連携を確保しています。

さらに、必要に応じて、社外取締役と監査役の連携を確保しています。〔4-4①〕 

③ 監査役会は、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、独立性・専門性等を有する

ことについて検証、確認することにより、会計監査人を適切に選定しています。〔3-2

①〕 

④ 監査役会は、質の高い会計監査人の監査を確保するため、会計監査人の監査計画にお

ける監査時間が適切なものとなるよう監査しています。〔3-2②(ⅰ)〕 

 

７．内部統制等〔4-3〕 

① 取締役会は、経営陣幹部によるリスクテイクを支える環境整備のため、内部統制シス

テム構築の基本方針を定め、コンプライアンス、リスク管理等のための体制構築と運

用状況を監督しています。 

② 当社は、リスク管理の最高責任者を代表取締役社長とし、執行役員および部長により

構成する「リスク管理委員会」を設置し、当社グループに係るリスク全般の把握およ

びリスク顕在時の対応を適切に行うことに努めています。 

 

８．内部通報制度 

① 当社は、違法または不適切な行為等の情報を伝えることができるよう、内部通報規程

に基づく、内部通報制度（コンプライアンス・ホットライン）を制定するとともに、

内部統制システム構築に関する基本方針においても内部通報制度に係る規定を設け、

取締役会で決議しています。〔2-5〕 

② 当社は、内部通報制度を含む内部統制システムの整備状況を取締役会に報告し、取締

役会による監督を実施しています。〔2-5〕 



 

③ 当社の内部通報制度は、経営陣から独立した顧問弁護士もしくは内部監査部門を窓口

とする体制を構築しています。〔2-5①〕 

④ 当社は、内部通報規程に、情報提供者の不利益を防止する規定を設け、情報提供者の

秘匿と不利益取扱の禁止に関する体制を整備しています。〔2-5①〕 

 

 

第５章 適切な情報開示・株主との対話 

 

１．株主との対話の方針 

① 当社は、取締役会が承認した「株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取

組みに関する方針」を別紙２のとおり公表しています。〔5-1〕 

② IR 担当部門は、対話に際して未公表の重要な内部情報が外部へ漏えいすることを防止

するため、内部情報管理および内部者取引防止規程に基づき、情報管理を徹底してい

ます。〔5-1②(ⅴ)〕 

③ 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営戦略・経営計画

の策定に際しては、資本効率等に関する目標を設定・公表し、これを達成することに

努めています。〔5-2〕 

 

 

以上 

 

 

平成 27 年 11 月 25 日制定 

 

 



 

（別紙１） 

 

独立役員の独立性判断基準 

 

当社は、社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」という。）について、金融商品取

引所が定める独立性基準に加え、次の２．に掲げる基準に該当しないと判断される場合に、

独立性を有しているものと判断しています。 

 

１．社外役員の選任方針 

社外役員の選任に当たっては、当人との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害

関係がないことが望ましいと考えています。ただし、当社の業容をよく理解し、当社の事

業展開上、有益な役割が期待し得ることも重視しています。 

 

２．社外役員の独立性基準 

（1） 当社の主要な取引先の業務執行者 ※注１、注２ 

（2） 当社を主要な取引先とする者の業務執行者 ※注３ 

（3） 当社の主要な借入先の業務執行者 ※注４ 

（4） 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、

税理士またはコンサルタント等 ※注５ 

（5） 当社から多額の寄付を受けている者の業務執行者 ※注６ 

（6） 当社の主要株主の業務執行者 ※注７ 

（7） 上記（1）～（6）に該当する者の近親者 ※注８ 

（8） 上記（1）～（7）に過去 3年間において該当していた者 

 

（注）１．「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役および執行役員をいう。 

２．「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の連結営業収益の 2％

を超える額の支払いを当社に行っている者をいう。 

３．「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の連結営業

収益の 2％を超える額の支払いを当社から受けている者をいう。 

４．「主要な借入先」とは、直近事業年度において当社の連結総資産の 2％を超える

額の融資を当社に行っている者をいう。 

５．「多額の金銭その他の財産」とは、年間 1,000 万円を超える額の支払いをいう。 

６．「多額の寄付」とは、年間 1,000 万円を超える額の寄付をいう。 

７．「主要株主」とは、直近の事業年度において発行済株式の総数の 10％以上の株式

を有している株主をいう。 

８．「近親者」とは、二親等以内の親族をいう。              以上 



 

（別紙２） 

 

株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針 

 

１．対話の基本方針 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主・投資家との建

設的な対話に積極的に取組んでいます。こうした対話を通じて株主・投資家の意見に

関心を払い、経営にフィードバックするとともに、自らの経営方針を株主・投資家に

対し明確に説明することにより、株主を含むステークホルダーの理解と信用を得て適

切に協働することに努めています。 

 

２．建設的な対話を促進するための体制整備 

（1） IR の体制 

株主・投資家との対話の最高責任者を代表取締役社長とするとともに、IR の担

当部門は、関連部門と連携しながら適時、適切に情報を開示し、株主・投資家

との建設的な対話を行っています。 

 

（2） インサイダー情報管理の体制 

① 内部情報管理および内部者取引防止規程を整備し、運用を徹底しています。 

② インサイダー情報の提供を防ぐため、株主・投資家との面談は複数の担当者に

より対応しています。 

 

３．建設的な対話を促進するための取組み 

① 決算説明会を第２四半期および期末決算時に開催しています。 

② ホームページを通じた非財務情報の積極的な開示を行っています。 

③ 株主・投資家との対話により得られた意見等について、経営陣に対してフィー

ドバックを実施し、経営の改善に役立てるよう努めています。 

 

以上 
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